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役員及び評議員並びに各種委員の報酬等に関する規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人岡山こども協会（以下「当法人」という。）の定款第八条及

び第二十一条の規定に基づき、役員及び評議員並びに理事会の議決に基づき委嘱する各種委員

の報酬等について必要な事項を定めるものである。 

 

（定 義） 

第２条 この規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。 

 

（役員の報酬等） 

第３条 役員に対して、各年度の総額が５，０００，０００円を超えない範囲で、評議員会にお

いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。 

 

（理事会及び評議員会並びに会議の出席） 

第４条 役員が理事会に出席したとき及び役員、評議員が評議員会に出席したときは、別表（１）

により報酬及び旅費を支給することができる。 

２ 理事長及び常務理事は、別表（１）による報酬及び旅費を支給しない。 

３ 各種委員が会議に出席したときは、別表（１）により報酬及び旅費を支給することができる。 

４ 理事会及び評議員会並びに各種委員の会議が同日に開催されたときは、会議毎に支給する。 

 

（理事及び評議員並びに各種委員の報酬） 

第５条 理事が評議員会又は理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受け

てその業務にあたった場合は、別表（２）により報酬及び旅費を支給することができる。 

２ 理事長及び常務理事は、別表（２）による報酬及び旅費を支給しない。 

３ 評議員が評議員会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務に

あたった場合は、別表（２）により報酬及び旅費を支給することができる。 

４ 各種委員が会議出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあ

たった場合は、別表（２）により報酬及び旅費を支給することができる。 

 

（監事の報酬） 

第６条 監事が評議員会又は理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受け

てその業務にあたった場合は、別表（２）により報酬及び旅費を支給することができる。 

２ 監事が法人及び施設の運営状況を指導又は監査の業務に当たった場合は、別表（２）により

報酬及び旅費を支給することができる。 

 

（理事長及び常務理事の報酬） 

第７条 理事長及び常務理事が法人及び施設運営のため、会議その他の業務にあたった場合は、
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別表（３）により報酬及び旅費等を支給することができる。 

２ 施設の職員を兼務する理事長、常務理事に、別表（３）により報酬及び旅費を支給すること

ができる。 

 

（出張旅費） 

第８条 役員及び評議員、並びに各種委員が、法人業務のため出張する場合は、別表（４）によ

り報酬及び旅費等を支給することができる。 

２ 旅費は、実費を支給する。ただし、居住地と同一行政地域内は支給しない。 

３ 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。 

４ 旅費は、実情を考慮し、増額することができる。 

５ 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、

出張終了後精算することができる。 

 

（公表） 

第９条 当法人は、この規定を持って、社会福祉法第五十九条の二第１項第２号に定める報酬等

の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（補則） 

第１１条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定めるもの

とする。 

 

   附則 

 この規程は、 平成１７年４月１日から施行する。 

  平成２１年２月２８日 一部改定 

 平成２３年３月５日  一部改定 

 平成２７年２月１４日 一部改定 

 平成２９年１月２８日に一部改定し、平成２９年４月１日から施行する。 

          令和２年６月２０日に一部改定し、令和２年７月１日から施行する。 
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別表（１） 

名 称 報 酬（日額） 旅 費 

理 事 会 出 席 報 酬 等 ５，０００円 実 費 

評 議 員 会 出 席 報 酬 等 ５，０００円 実 費 

各 種 委 員 会 出 席 報 酬 等 ５，０００円 実 費 

 

別表（２） 

名 称 報 酬（日額） 旅 費 

理事及び監事業務報酬等 ５，０００円 実 費 

評 議 員 業 務 報 酬 ５，０００円 実 費 

各 種 委 員 業 務 報 酬 ５，０００円 実 費 

監 事 監 査 指 導 報 酬 等 １０，０００円 実   費 

 

別表（３） 

名 称 報   酬 旅 費 

理事長業務報酬等（１時間） ５，０００円 実 費 

理事長（兼務）業務報酬等（月額） ８０，０００円 実   費 

常務理事業務報酬等（１時間） ２，５００円 実 費 

常務理事（兼務）業務報酬等（月額） ３０，０００円 実   費 

 

別表（４） 

旅 費 宿 泊 費 報 酬 １ 日（日額） そ の 他 

実 費 １０，０００円 ５，０００円 実 費 

 


